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31011133 - 裁判所共済組合

保険者番号

組合名称

組合員数（令和5年4月1日 現在) 26,175名

男性58%（平均年齢47.9歳）*

女性42%（平均年齢41歳）*

加入者数（令和5年4月1日 現在) 44,095名 (被扶養者17,920名を含む）

支部数 48支部

全体 組合員 被扶養者

特定健康診査実施率（令和3年度) 73.5% 83.3% 37.8%

特定保健指導実施率（令和3年度) 5.0% 4.8% 8.3%

　（注）記載要領参照

31131865

裁判所共済組合
共済組合の現況

STEP１-１ 基本情報 「全健保組合共通様式」
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男性組合員 男性被扶養者 女性組合員 女性被扶養者

・ 令和５年４月１日現在、支部は、高等裁判所（東京高等裁判所除く）及び高等裁判所所在地以外の地方裁判所（横浜地方裁判所除く）に設置している。東京都には本部を設置しており、

北海道の４支部を除き、各府県（神奈川県を除く）に１支部設置している。

・ 組合員の男女比率は男性５８％、女性４２％であるが、３９歳以下は女性組合員の比率が高くなっている。

組合員数26,175名＋被扶養者数17,920名＝加入者数44,095名

令和３年度の特定健康診査対象者数

組合員数17,902名＋被扶養者数5,094名＝22,996名

令和３年度の特定保健指導対象者数

組合員数2,464名＋被扶養者数151名＝2,615名
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31011133 - 裁判所共済組合

8,1 9,1 10,2 12,6 18,0 19,0 20,3 23,3 27 32

資格
対象

支部
性別

対象

者

特

定

健

康

診

査

事

業

1 特定健康診査

【目的】

疾病の早期発見、早期治療

【概要】

40歳以上を対象に実施。組合員は裁判所が

行う一般定期健康診断を受検、任意継続組

合員や被扶養者には受診券を配布

組合員

被扶養者
全て 男女 40 ～ 74 全員 3

特

定

保

健

指

導

事

業

3 特定保健指導

【目的】

該当者に対し、自身の健康状態を自覚させ、

自主的に生活習慣改善を行う意識及び行動

変容を促す

【概要】

特定健康診査の結果、基準に該当した者に利

用券を配布

組合員

被扶養者
全て 男女 40 ～ 74

基準

該当

者

1

3
利用勧奨チラシ等

の配布

【目的】

特定健康診査及び特定保健指導の実施率向

上

【概要】

対象者に利用方法及び効果等を記載したチラ

シを配布

組合員

被扶養者
全て 男女 40 ～ 74

基準

該当

者

3
ウェブサイトでの発

信

【目的】

情報発信及び健康意識等の醸成

【概要】

裁判所共済組合ウェブサイトの運用（共済組

合の運営、各種事業及び健康情報等を発

信）

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員

1 人間ドック補助

【目的】

健康状態の確認、疾病の早期発見・早期治療

【概要】

30歳以上の組合員・被扶養配偶者に対し、同

一年度内１回30,000円を上限に助成（同

一年度内に、人間ドック・脳ドック・PET検査のい

ずれか１回）

組合員

被扶養配

偶者

全て 男女 30 ～ 74 全員 239,079

保

健

指

導

宣

伝
特定健康診査及び特定保健指導

の制度概要の掲載、各種情報の

発信等

令和４年４月から個人のスマート

フォンといった外部端末からもアクセ

スできるようになったことで、被扶養

者や任継組合員も手軽に情報に

接することができるようになった。

40歳未満の疾病の早期発見のた

め、30歳から補助対象としている。

注2)

評価年齢

対象者
事業費

(千円)

振り返り

令和４年度実績

動機づけ支援　終了者数90名

　　　　　　　（実施率6.60％）

積極的支援　　終了者数40名

　　　　　　　（実施率3.63％）

受診券又は利用券等の送付時に

利用方法及び効果を記載した書

面を同封する。また、その送付後

１ヶ月を目途に、受診を勧奨する

書面等を送付

配布する利用券の使用期限を翌

年８月末日までに延長。

令和５年度からは対面以外に、

ICT（オンライン）による利用も選

択可能にした。

対象者に対し、受診意識を醸成す

る。

実施状況・時期 成功・推進要因

共済組合の取組

予算

科目

注１】

事業

分類

事業名 事業の目的および概要
課題及び阻害要因

実施率の向上

特定保健指導の実施を見据えた

特定健康診査及び人間ドックの早

期受検促進

特定健康診査及び特定保健指導

の実施率向上

令和４年度実績

受診者数17,113名

（実施率75.43％）

一般定期健康診断結果及び人間

ドックの受診結果を特定健康診査

結果の代替とした。

任意継続組合員及び被扶養者に

は受診券を対象者宛てに直接郵

送し、その後、利用勧奨文書も送

付した。

実施率の向上

疾

病

予

防

特定保健指導の実施を見据えた

早期受検の促進

令和４年度実績

利用者数8,033名

STEP１-２ 保健事業の実施状況
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31011133 - 裁判所共済組合

STEP１-２ 保健事業の実施状況

1 脳ドック補助

【目的】

健康状態の確認、疾病の早期発見・早期治療

【概要】

30歳以上の組合員・被扶養配偶者に対し、同

一年度内１回30,000円を上限に助成（同

一年度内に、人間ドック・脳ドック・PET検査のい

ずれか１回）

組合員

被扶養配

偶者

全て 男女 30 ～ 74 全員

7,029

（PET

検査補

助含

む）

1 PET検査補助

【目的】

健康状態の確認、疾病の早期発見・早期治療

【概要】

30歳以上の組合員・被扶養配偶者に対し、同

一年度内１回30,000円を上限に助成（同

一年度内に、人間ドック・脳ドック・PET検査のい

ずれか１回）

組合員

被扶養配

偶者

全て 男女 30 ～ 74 全員
上記に含

む

7
人間ドック予約精

算代行

【目的】

人間ドック・脳ドック・PET検査の利便性向上

【概要】

人間ドック等を受検する医療機関への予約及び

精算を代行

組合員

被扶養配

偶者

全て 男女 30 ～ 74 全員 16,625

5

健康ダイヤル24

（24時間無料電

話相談等）

【目的】

心身の健康保持・増進

【概要】

健康や育児等に関する相談を24時間電話対

応するほか、メンタルヘルスのカウンセリングサービ

ス、セカンドオピニオン手配サービス及びEメール

健康相談等を実施

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 7,513

1
生活習慣病対策

事業

【目的】

健康状態の確認、疾病の早期発見

【概要】

裁判所が職員に対して行う一般定期健康診断

及び女性がん検診に係る費用の一部助成

組合員 全て 男女 18 ～ 74 全員 3,686 健診結果データの作成費用

令和４年度実績

利用者数247名

（PET検査補助含む）

上記に含む

40歳未満の疾病の早期発見のた

め、30歳から補助対象としている。

40歳未満の疾病の早期発見のた

め、30歳から補助対象としている。

償還払いによる一時的な本人負担

をなくし、結果報告も不要とすること

で利便性を向上

利用可能な医療機関を増やし、利

便性向上を促進

疾病の早期発見

令和４年度実績

年間利用者人数延べ2,880名

１つの窓口で様々な内容を受け付

け、必要なサービスを提供する。相

談内容に応じ、専門スタッフが対応

する。

加入者に対するサービス内容の広

報活動（周知・利用促進）

疾

病

予

防

令和４年度実績

利用件数6,706件

インターネット、電話、FAX又は郵

送により申込む。受検者は、受検

時に補助額を差し引いた金額を窓

口で支払い、共済組合への受検

結果の提出等も不要となる。
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31011133 - 裁判所共済組合

STEP１-２ 保健事業の実施状況

7
福利厚生パッケー

ジサービス

【目的】

組合員・被扶養者の健康保持・増進、リフレッ

シュ等

【概要】

育児、介護、宿泊・レジャー施設、スポーツジ

ム、自己啓発、引越サービス等を提供

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 40,000

7 災害対策事業

【目的】

被災した組合員・被扶養者への生活等のサポー

ト

【概要】

国共法別表第１に掲げる損害の程度に応じ、

災害見舞金の支給対象となった組合員等に対

し、生活必需物資の供給に相当する費用を支

給

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74

基準

該当

者

0

7 医療費通知

【目的】

医療費の抑制

【概要】

対象月にレセプトのある組合員等に対して、医

療費の仕組みと医療費の額を通知

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74

基準

該当

者

7 引越システム

【目的】

転勤等の生活サポート

【概要】

組合員・被扶養者の転勤等による引越しに際

し、提携業者から割引サービスの提供

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員

7
法人カード（クレ

ジットカード）

【目的】

私生活上の支払いの便宜

【概要】

法人クレジットカードが年会費無料で利用可能

組合員 全て 男女 18 ～ 74 全員

7
ベビーシッターサー

ビス

【目的】

育児支援

【概要】

委託会社からベビーシッター、送迎、産後ケア、

教育及び病後育児保育等のサービスを提供、

入会金と年会費が無料で利用可能

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員

令和４年度実績なし
裁判所共済組合ウェブサイト等によ

る制度周知

令和４年度実績

年間利用件数68,948件

（スポーツ12,505件、育児

7,117件）

年間利用人数延べ76､325名

サービス内容等の広報、スマートフォ

ンによるサービス利用

令和３年度末から福利厚生パッ

ケージサービスにも同様のサービスが

導入されており、状況を踏まえ、集

約等を検討する。

組合員等に対するサービス内容の

広報（周知・利用促進）

インターネット上で利用可能なサー

ビス提供の強化（地域間格差是

正）

令和４年度実績

15,073件

医療費の適正化に向けた意識啓

発

そ

の

他

(

予

算

措

置

な

し

)

令和４年度実績

契約件数　僅少

令和４年度実績

契約件数　僅少
組合員の生活の利便性向上

令和４年度

契約件数　僅少
育児と仕事の両立支援

福利厚生パッケージサービスにも同

種サービスがあるところ、周知不足

も影響して利用状況は伸び悩んで

いる。ただ、本サービスは無料である

ことも踏まえ、継続方針である。

転勤等の多い組合員へのサービス

提供
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31011133 - 裁判所共済組合

STEP１-２ 保健事業の実施状況

休日でも利用可能な医療機関等での特定保

健指導の空き状況を確認し、対象者に紹介す

るなど受診を促す。

組合員 男女 40 ～ 74 無

保健指導の対象となる組合員に対し、直接制

度主旨の説明や利用の働きかけを行う。
組合員 男女 40 ～ 74 無

　注１）　１．健康診査 　　２．健康診査後の通知　　３．保健指導　　４．健康教育　　５．健康相談　　６．訪問指導　　７．その他

　注２）　１：３９％以下　　２：４０％以上　　３：６０％以上　　４：８０％以上　　５：１００％以上

特定保健指導の利用促進 支部において実施

支部の取組

事業名 事業の目的および概要

振り返り

成功・推進要因実施状況・時期

組合員の利用しやすい環境整備

特定保健指導の利用勧奨 支部において実施
パンフレット等の広報では対応できない、組

合員への利用勧奨

共同

実施資格 性別 年齢

対象者

課題及び阻害要因
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和3年度>

・被扶養者の特定保健指導の実施率は、40～44歳及び50～54歳の年齢層を除き、全組合集計を下回っている。
エ．

・組合員の特定保健指導の実施率は、全ての年齢層で全組合集計を大きく下回っている。
ウ．

・組合員の特定健診の実施率は60～64歳の年齢層を除き、全組合集計を下回っている。

・被扶養者の特定健診の実施率は、60～64歳の年齢層を除き、全組合集計を上回っている。ア．

イ．

STEP１-３ 特定健診・特定保健指導の実施状況等

64.1%

68.3%

79.6%

87.0%

88.2%

88.5%

84.5%

86.1%

52.2%

67.3%

82.5%

85.9%

85.0%

84.4%

82.0%

83.3%

0.0% 50.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計

【特定健診の実施率】

25.0%

33.9%

40.1%

39.4%

34.3%

31.5%

27.0%

33.0%

37.3%

37.6%

37.8%

41.0%

36.1%

37.4%

36.0%

37.8%

0.0% 50.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計

ア．（組合員） イ．（被扶養者）

【特定保健指導の実施率】

ウ①．（組合員） エ①．（被扶養者）

23.3%

15.2%

19.6%

25.5%

23.2%

24.9%

25.6%

24.3%

0.0%

8.6%

1.9%

4.2%

5.9%

6.3%

4.2%

4.8%

0.0% 50.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計

11.9%

8.7%

10.8%

11.0%

10.4%

9.3%

10.3%

10.2%

0.0%

0.0%

7.1%

8.3%

13.5%

4.3%

11.1%

8.3%

0.0% 50.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和3年度>

・被扶養者の積極的支援の実施率は、40～44歳及び55～59歳の年齢層を除き、全組合集計を上回っている。

・被扶養者の動機づけ支援の実施率は、40～44歳及び50～54歳の年齢層において、全組合集計を上回っている。
エ．

・組合員の積極的支援及び動機づけ支援の実施率は、全ての年齢層において10％以下となっており、全組合集計を下回っている。

ウ．

STEP１-３ 特定健診・特定保健指導の実施状況等

17.3%

22.8%

20.6%

22.2%

22.2%

21.5%

1.1%

2.7%

4.4%

3.7%

2.9%

3.1%

0.0% 50.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計

【特定保健指導の実施率・積極的支援】
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全年齢計

自組合 全組合集計

ウ②．（組合員） エ②．（被扶養者）

【特定保健指導の実施率・動機づけ支援】

ウ③．（組合員） エ③．（被扶養者）
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15.2%

22.6%

29.2%

26.7%
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全年齢計

自組合 全組合集計

8/26



31011133 - 裁判所共済組合

<令和3年度>STEP１-３ 特定健診・特定保健指導の実施状況等

・組合員の特定保健指導対象者の減少率は、50～54歳及び60～69歳の年齢層で全組合集計を下回っている。

・被扶養者の特定保健指導対象者の減少率は、45～54歳及び65歳以上の年齢層で、全組合集計を下回っている。
カ．

・組合員のメタボ該当率の減少率は、50～54歳、60～69歳の年齢層で全組合集計を下回っている。

・被扶養者のメタボ該当率の減少率は、40～44歳、55～59歳及び65歳以上の年齢層で、全組合集計を下回っている。
オ．

オ．メタボ該当率の減少率＿組合員・被扶養者

カ．特定保健指導対象者の減少率＿組合員・被扶養者
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和4年度受診分>

・組合員の男性では、全組合集計を上回って、循環器系疾患が高額となっており、組合員全体でも、全組合集計を上回っている。

・組合員の女性では、全組合集計を下回るものの、新生物が特に高額となっており、組合員全体でも高額となっている。
キ．

STEP１-４ 一人当たり医療費（疾病大分類－１）

キ①．疾病大分類別一人当たり医療費＿組合員・男性

18910

12426

11942

11372

7969

6796

6651

6534

6358

5745

4924

4700

3113

2813

2676

1005

703

611

227

183

1

0

14908

15434

9182

10547

7340

7795

5634

5880

5960

6333

4171

4361

3112

3018

2792

1104

705

684

271

328

0

0

0 5000 10000 15000 20000

09:循環器系疾患

02:新 生 物

04:内分泌・栄養・代謝疾患

11:消化器系疾患

14:腎尿路生殖器系疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

07:眼・付属器疾患

06:神経系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

10:呼吸器系疾患

05:精神・行動障害

19:損傷・中毒・外因性

12:皮膚・皮下組織疾患

03:血液・造血器・免疫障害

01:感染症・寄生虫症

18:他に分類されないもの

08:耳・乳様突起疾患

88:ワープロ病名等

17:先天奇形変形・染色体異常

21:健康影響・保健サービス

16:周産期発生病態

15:妊娠・分娩・産じょく

自組合 全組合集計

円
20908

15370

8176

7657

7422

6903

6833

6593

6343

6229

5592

4558

3365

2696

1876

1712

995

896

731

167

156

74

21575

14222

11472

3881

7396

7478

6609

7590

5241

6852

5968

4145

3513

3624

1793

2131

1125

979

1496

271

133

46

0 10000 20000

02:新 生 物

14:腎尿路生殖器系疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

06:神経系疾患

15:妊娠・分娩・産じょく

11:消化器系疾患

10:呼吸器系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

07:眼・付属器疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

09:循環器系疾患

05:精神・行動障害

12:皮膚・皮下組織疾患

19:損傷・中毒・外因性

18:他に分類されないもの

01:感染症・寄生虫症

88:ワープロ病名等

08:耳・乳様突起疾患

03:血液・造血器・免疫障害

17:先天奇形変形・染色体異常

21:健康影響・保健サービス

16:周産期発生病態

自組合 全組合集計

キ②．疾病大分類別一人当たり医療費＿組合員・女性

15982

13326

11072

9547

9498

7375

7005

6522

6457

6201

4771

3860

3219

3112

2272

1940

1370

784

772

202

171

31

17982

11199

10195

8216

9274

9320

5051

5471

6636

6448

4160

4055

3278

3068

2518

2386

1390

819

867

271

247

19

0 5000 10000 15000 20000

02:新 生 物

09:循環器系疾患

14:腎尿路生殖器系疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

11:消化器系疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

06:神経系疾患

07:眼・付属器疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

10:呼吸器系疾患

05:精神・行動障害

19:損傷・中毒・外因性

12:皮膚・皮下組織疾患

15:妊娠・分娩・産じょく

01:感染症・寄生虫症

03:血液・造血器・免疫障害

18:他に分類されないもの

08:耳・乳様突起疾患

88:ワープロ病名等

17:先天奇形変形・染色体異常

21:健康影響・保健サービス

16:周産期発生病態

自組合 全組合集計

キ③．疾病大分類別一人当たり医療費＿組合員・男女計

円 円
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和4年度受診分>

・被扶養者の男性では、全組合集計を下回るものの、重症急性呼吸器症候群等が高額となっている。

・被扶養者の女性では、全組合集計を上回って、新生物が高額となっており、組合員全体でも、全組合集計を上回っている。
キ．

STEP１-４ 一人当たり医療費（疾病大分類－２）

キ④．疾病大分類別一人当たり医療費＿被扶養者・男性

19038

15742

5910

5845

5789

5223

4585

4099

4021

4011

3437

3235

2636

2563

2470

2259

2201

1101

891

823

415

1

22004

16921

4808

6045

7098

3977

3027

4601

3045

3681

1910

5349

3103

2852

2207

2707

2857

2416

1362

2229

154

3

0 10000 20000

22:重症急性呼吸器症候群など

10:呼吸器系疾患

05:精神・行動障害

12:皮膚・皮下組織疾患

19:損傷・中毒・外因性

07:眼・付属器疾患

02:新 生 物

06:神経系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

11:消化器系疾患

14:腎尿路生殖器系疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

17:先天奇形変形・染色体異常

88:ワープロ病名等

08:耳・乳様突起疾患

09:循環器系疾患

01:感染症・寄生虫症

03:血液・造血器・免疫障害

18:他に分類されないもの

16:周産期発生病態

21:健康影響・保健サービス

15:妊娠・分娩・産じょく

自組合 全組合集計

円
17698

12729

9940

8845

7550

6675

6516

6422

6269

5776

5692

5088

5081

2681

2385

2329

1918

1333

1003

966

468

47

14582

14966

10927

6213

6626

7395

5177

5445

4937

4474

4704

4807

5508

2495

2076

1719

1651

1618

3684

1257

1369

169

0 5000 10000 15000 20000

02:新 生 物

22:重症急性呼吸器症候群など

10:呼吸器系疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

14:腎尿路生殖器系疾患

07:眼・付属器疾患

11:消化器系疾患

05:精神・行動障害

06:神経系疾患

19:損傷・中毒・外因性

12:皮膚・皮下組織疾患

09:循環器系疾患

01:感染症・寄生虫症

88:ワープロ病名等

18:他に分類されないもの

08:耳・乳様突起疾患

17:先天奇形変形・染色体異常

15:妊娠・分娩・産じょく

03:血液・造血器・免疫障害

16:周産期発生病態

21:健康影響・保健サービス

自組合 全組合集計

キ⑤．疾病大分類別一人当たり医療費＿被扶養者・女性

15153

12659

12170

6689

6194

6131

6019

5729

5495

5431

5379

5132

3996

2496

2454

2130

1834

1776

1018

618

605

189

17556

10330

13133

5895

5309

4890

4735

5585

4796

5377

5262

4521

4477

2628

2362

1855

2164

1588

1683

2329

1686

164

0 5000 10000 15000 20000

22:重症急性呼吸器症候群など

02:新 生 物

10:呼吸器系疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

05:精神・行動障害

07:眼・付属器疾患

19:損傷・中毒・外因性

11:消化器系疾患

14:腎尿路生殖器系疾患

12:皮膚・皮下組織疾患

06:神経系疾患

09:循環器系疾患

01:感染症・寄生虫症

88:ワープロ病名等

08:耳・乳様突起疾患

17:先天奇形変形・染色体異常

18:他に分類されないもの

03:血液・造血器・免疫障害

15:妊娠・分娩・産じょく

16:周産期発生病態

21:健康影響・保健サービス

自組合 全組合集計

キ⑥．疾病大分類別一人当たり医療費＿被扶養者・男女計

円 円
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和4年度受診分>

・加入者の男性では循環器系疾患、加入者の女性では新生物が最も高額であり、いずれも全組合集計を上回っている。これらは、加入者全体でみても、高額

であり、全組合集計を上回っている。
キ．

STEP１-４ 一人当たり医療費（疾病大分類－３）

キ⑦．疾病大分類別一人当たり医療費＿加入者・男性

13603

10698

9927

9167

9026

8931

6524

6196

5758

5613

5238

5047

3984

2524

2267

1266

1233

995

969

263

257

0

9802

13741

10243

7578

7674

10763

5068

4940

5345

4740

4438

5506

4339

2819

2766

1333

1591

1456

1212

933

255

1

0 5000 10000 15000

09:循環器系疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

02:新 生 物

04:内分泌・栄養・代謝疾患

11:消化器系疾患

10:呼吸器系疾患

14:腎尿路生殖器系疾患

07:眼・付属器疾患

06:神経系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

05:精神・行動障害

19:損傷・中毒・外因性

12:皮膚・皮下組織疾患

01:感染症・寄生虫症

03:血液・造血器・免疫障害

08:耳・乳様突起疾患

88:ワープロ病名等

17:先天奇形変形・染色体異常

18:他に分類されないもの

16:周産期発生病態

21:健康影響・保健サービス

15:妊娠・分娩・産じょく

自組合 全組合集計

円
19273

10941

10495

8416

7561

7081

6699

6658

6431

5430

5332

4243

4222

4153

2205

2106

1703

1417

851

761

275

100

17131

9884

13693

9353

6446

6977

4258

6186

5200

4648

5676

4335

4310

5036

2363

1746

1729

1406

1344

1127

887

156
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02:新 生 物

14:腎尿路生殖器系疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

10:呼吸器系疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

06:神経系疾患

11:消化器系疾患

07:眼・付属器疾患

05:精神・行動障害

09:循環器系疾患

12:皮膚・皮下組織疾患

19:損傷・中毒・外因性

15:妊娠・分娩・産じょく

01:感染症・寄生虫症

18:他に分類されないもの

88:ワープロ病名等

08:耳・乳様突起疾患

03:血液・造血器・免疫障害

17:先天奇形変形・染色体異常

16:周産期発生病態

21:健康影響・保健サービス

自組合 全組合集計

キ⑧．疾病大分類別一人当たり医療費＿加入者・女性

14606

10597

9462

8735

8673

8363

7840

6348

6314

6229

5334

4634

4113

2365

2079

1558

1538

1468

1342

878

269

179

13899

13715

7612

7624

10015

6977

6884

5928

5078

4768

4550

4872

4337

2577

2674

2011

1495

1664

1372

1281

908

203

0 5000 10000 15000 20000

02:新 生 物

22:重症急性呼吸器症候群など

09:循環器系疾患

14:腎尿路生殖器系疾患

10:呼吸器系疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

11:消化器系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

07:眼・付属器疾患

06:神経系疾患

05:精神・行動障害

19:損傷・中毒・外因性

12:皮膚・皮下組織疾患

01:感染症・寄生虫症

15:妊娠・分娩・産じょく

03:血液・造血器・免疫障害

18:他に分類されないもの

88:ワープロ病名等

08:耳・乳様突起疾患

17:先天奇形変形・染色体異常

16:周産期発生病態

21:健康影響・保健サービス

自組合 全組合集計

キ⑨．疾病大分類別一人当たり医療費＿加入者・男女計

円 円
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和4年度受診分>STEP１-４ 一人当たり医療費

・加入者全体では、全ての疾患で、全組合集計以上となっている。
ク．

ク①．生活習慣病に関わる疾病の一人当たりの医療費_組合員

6123

4227

3350

2603

1928

1702

554

121

3

0

6221

4239

3068

3162

1087

1141

564

117

2

1

0 2000 4000 6000 8000

糖尿病

高血圧症

高脂血症

人工透析

虚血性心疾患

脳血管障害

高尿酸血症

肝機能障害

高血圧性腎臓障害

動脈閉塞

自組合 全組合集計

円

1927

1772

1446

1341

536

244

50

49

0

0

1733

909

1095

937

473

240

38

39

0

1

0 1000 2000 3000

糖尿病

人工透析

高血圧症

高脂血症

脳血管障害

虚血性心疾患

肝機能障害

高尿酸血症

動脈閉塞

高血圧性腎臓障

害

自組合 全組合集計

4385

3075

2518

2258

1230

1219

345

91

2

0

3826

2561

1931

1960

635

784

284

75

2

0

0 2000 4000 6000

糖尿病

高血圧症

高脂血症

人工透析

虚血性心疾患

脳血管障害

高尿酸血症

肝機能障害

高血圧性腎臓障

害

動脈閉塞

自組合 全組合集計

円 円

ク②．生活習慣病に関わる疾病の一人当たりの医療費_被扶養者 ク③．生活習慣病に関わる疾病の一人当たりの医療費_加入者
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和3年度>STEP１-５ 健康分布図等

・全組合と比較して、男女ともに、非肥満の割合が高く、非肥満のうち、基準値内の割合も高くなっている。

ケ．

ケ．健康分布図＿男性

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満

20.32%

16.36%

6.47%

7.25%

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満

自組合

全組合

55.35% 44.66%

50.4% 49.6%

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満
自組合 83.21% 16.79%

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満
自組合 66.43% 33.58%

ケ．健康分布図＿女性 ケ．健康分布図＿男女計

51.15%

16.47%

5.36%

7.22%

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満
全組合 80.2% 19.8%

30.36%

16.4%

6.1%

7.24%

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満
全組合 60.1% 39.91%

56.47%

14.28%

5.55%

6.91%

37.39%

14.42%

6.67%

7.95%

24.79%

14.51%

7.41%

8.64%

7.59%

11.22%

9.28%

16.57%

7.68%

14.89%

10.1%

16.93%

5.01

%

4.63

%

2.48

%

4.67

%

5.59%

5.57%

3.14%

5.5%

6.56%

8.6%

6.58%

11.84%

7%

11.86%

7.84%

13.21%
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和3年度>STEP１-５ 健康分布図等

コ・サ①．血圧値が保健指導基準値以上の者の割合＿加入者

6.9%

7.3%

6.6%

6.0%

5.1%

3.8%

1.7%

4.7%

21.8%

24.5%

19.0%

15.2%

13.1%

9.4%

5.5%

12.5%

20.8%

22.6%

21.3%

18.4%

15.9%

12.7%

9.5%

15.5%

50.5%

45.7%

53.2%

60.4%

66.0%

74.1%

83.3%

67.3%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ②．脂質値が保健指導基準値以上の者の割合＿加入者

5.9%

4.6%

5.2%

6.1%

5.3%

4.5%

3.3%

4.9%

31.7%

26.4%

29.7%

31.7%

29.3%

23.5%

17.8%

26.4%

34.7%

30.9%

30.7%

29.5%

29.3%

27.9%

24.4%

28.4%

27.7%

38.0%

34.4%

32.7%

36.1%

44.2%

54.5%

40.3%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ③．血糖値が保健指導基準値以上の者の割合＿加入者

9.9%

7.0%

9.4%

5.7%

3.9%

1.9%

0.7%

4.1%

12.9%

13.3%

12.1%

9.2%

6.1%

4.1%

1.8%

6.6%

28.7%

25.3%

22.0%

22.9%

18.5%

14.9%

10.9%

18.0%

48.5%

54.4%

56.5%

62.2%

71.5%

79.1%

86.5%

71.3%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

※ランク分け基準表とコメントは次ページに記載
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和3年度>STEP１-５ 健康分布図等

・加入者において、血圧は65～69歳、脂質及び血糖は70～74

歳、肥満は60～64歳、肝機能は55～64歳の年齢層が基準値以

上の割合が最も高くなっている。

・肝機能を除き、概ね年齢が高くなるにつれて、基準値以上の割

合が高くなる傾向にある。

・脂質については、40～44歳の年齢層を除き、各年齢層の基準

値以上の割合が50％を超えており、全年齢計でも約60％となって

いる。

・肥満及び肝機能については、全ての年齢層で、基準値以上の

割合が50％未満である。

コ

・

サ

コ・サ④．肥満が保健指導基準値以上の者の割合＿加入者

43.6%

42.1%

43.8%

39.7%

35.8%

29.1%

21.1%

33.8%

56.4%

57.9%

56.2%

60.3%

64.2%

70.9%

78.9%

66.2%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑤．肝機能が保健指導基準値以上の者の割合＿加入者

2.0%

6.0%

8.7%

10.3%

9.5%

9.4%

6.2%

8.8%

23.8%

21.2%

24.5%

22.9%

20.0%

17.2%

14.2%

19.6%

74.3%

72.8%

66.8%

66.8%

70.5%

73.4%

79.6%

71.6%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和3年度>STEP１-５ 健康分布図等

コ・サ⑥．血圧値が保健指導基準値以上の者の割合＿組合員

4.2%

7.1%

7.1%

6.5%

5.3%

4.0%

1.8%

4.9%

20.8%

25.2%

19.7%

16.1%

13.3%

9.5%

5.6%

12.8%

22.9%

23.0%

21.5%

18.6%

16.4%

13.1%

9.6%

15.7%

52.1%

44.7%

51.8%

58.8%

65.0%

73.4%

83.1%

66.7%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑦．脂質値が保健指導基準値以上の者の割合＿組合員

2.1%

4.1%

5.0%

5.9%

5.2%

4.5%

3.4%

4.8%

22.9%

23.3%

28.9%

31.1%

29.4%

24.0%

18.5%

26.2%

37.5%

30.8%

31.4%

29.6%

29.8%

28.1%

24.7%

28.7%

37.5%

41.8%

34.8%

33.4%

35.6%

43.4%

53.3%

40.3%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑧．血糖値が保健指導基準値以上の者の割合＿組合員

8.3%

8.2%

10.2%

6.2%

4.1%

2.1%

0.7%

4.4%

12.5%

14.0%

12.7%

9.3%

6.3%

4.3%

1.9%

6.7%

20.8%

25.1%

21.5%

23.6%

18.8%

15.2%

11.2%

18.1%

58.3%

52.8%

55.5%

61.0%

70.8%

78.4%

86.1%

70.9%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

※ランク分け基準表とコメントは次ページに記載
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和3年度>STEP１-５ 健康分布図等

・組合員において、血圧及び血糖は65～69歳、脂質及び肝機能は

55～59歳、肥満は70～74歳の年齢層が基準値以上の割合が最も

高くなっている。

・脂質及び肝機能を除き、概ね年齢が高くなるにつれて、基準値

以上の割合が高くなる傾向にある。

・脂質については、40～44歳の年齢層を除き、各年齢層の基準値

以上の割合が50％を超えており、全年齢計でも約60％となってい

る。

・血糖及び肝機能については、全ての年齢層で、基準値以上の割

合が50％未満である。

コ

・

サ

コ・サ⑨．肥満が保健指導基準値以上の者の割合＿組合員

56.3%

47.5%

46.9%

42.8%

37.4%

30.7%

21.8%

35.6%

43.8%

52.5%

53.1%

57.2%

62.6%

69.3%

78.2%

64.4%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑩．肝機能が保健指導基準値以上の者の割合＿組合員

6.3%

9.5%

11.2%

10.0%

10.1%

6.6%

9.4%

22.9%

24.5%

25.6%

24.3%

21.0%

18.3%

14.8%

20.6%

77.1%

69.2%

64.9%

64.5%

69.0%

71.6%

78.5%

70.0%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和3年度>STEP１-５ 健康分布図等

コ・サ⑪．血圧値が保健指導基準値以上の者の割合＿被扶養者

9.4%

7.8%

3.7%

2.9%

3.1%

2.3%

0.5%

3.1%

22.6%

21.6%

14.3%

9.1%

11.3%

7.8%

4.2%

10.7%

18.9%

20.6%

19.9%

17.3%

11.5%

9.5%

8.4%

14.3%

49.1%

50.0%

62.1%

70.8%

74.2%

80.3%

86.9%

72.0%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑫．脂質値が保健指導基準値以上の者の割合＿被扶養者

9.4%

6.9%

7.0%

7.5%

5.9%

4.0%

1.4%

5.8%

39.6%

39.2%

34.6%

36.1%

28.4%

18.8%

8.4%

28.1%

32.1%

31.4%

26.6%

28.5%

25.1%

25.4%

20.1%

26.2%

18.9%

22.5%

31.9%

27.9%

40.7%

51.7%

70.1%

40.0%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑬．血糖値が保健指導基準値以上の者の割合＿被扶養者

11.3%

2.0%

4.0%

2.7%

2.0%

0.3%

0.5%

2.3%

13.2%

10.8%

8.3%

8.6%

3.8%

2.3%

0.9%

5.8%

35.8%

26.5%

24.9%

18.4%

15.9%

11.8%

6.5%

17.3%

39.6%

60.8%

62.8%

70.4%

78.3%

85.5%

92.1%

74.7%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

※ランク分け基準表とコメントは次ページに記載

19/26



31011133 - 裁判所共済組合

<令和3年度>STEP１-５ 健康分布図等

・被扶養者において、いずれも70～74歳の年齢層が基準値以上

の割合が最も高くなっている。

・脂質については、50歳以上の年齢層で、基準値以上の割合が

50％を超えており、全年齢計でも60％となっている。

・肥満及び肝機能については、全ての年齢層で、基準値以上の割

合が40％未満である。

コ

・

サ

コ・サ⑭．肥満が保健指導基準値以上の者の割合＿被扶養者

32.1%

19.6%

23.6%

18.8%

21.5%

13.9%

12.2%

18.9%

67.9%

80.4%

76.4%

81.2%

78.5%

86.1%

87.8%

81.1%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑮．肝機能が保健指導基準値以上の者の割合＿被扶養者

3.8%

4.9%

3.3%

4.4%

4.6%

2.6%

0.5%

3.5%

24.5%

7.8%

17.0%

13.7%

12.0%

6.6%

5.6%

11.6%

71.7%

87.3%

79.7%

81.9%

83.4%

90.8%

93.9%

84.9%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和3年度>

人 ％

*3疾病治療の服薬あり *3疾病治療の服薬なし

人 ％ 人 ％

140≦SBPまたは90≦DBP SBP＜140かつDBP＜90

人 ％ 人 ％

*高血圧治療の服薬なし *高血圧治療の服薬あり 特定保健指導終了者 特定保健指導未実施者

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

*服薬あり／なしは、問診回答で判定

*3疾病治療の服薬ありは、糖尿病、高血圧症、脂質異常症いずれか１つ以上の治療薬の服薬ありを指す

人 ％

*3疾病治療の服薬あり *3疾病治療の服薬なし

人 ％ 人 ％

HbA1c 6.5% 以上 HbA1c 6.4% 以下

人 ％ 人 ％

*糖尿病治療の服薬なし *糖尿病治療の服薬あり 特定保健指導終了者 特定保健指導未実施者

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

HbA1c数値

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

*服薬あり／なしは、問診回答で判定

*3疾病治療の服薬ありは、糖尿病、高血圧症、脂質異常症いずれか１つ以上の治療薬の服薬ありを指す

6,276 78.75

127 2.02 6,149 97.98

HbA1c実施者数 7,970 実施率 47.78

1,694 21.25

6,093 99.09 HbA1c 合計

ＨbＡ1c数値　～5.5% 521 30.76 9 0.53 17 0.28

1,374 81.11 320 18.89 56 0.91

ＨbＡ1c数値　5.6%～5.9% 524 30.93 17 1.00 28

11 0.18 403

0.46 2,017
ＨbＡ1c数値　6.0%～6.4% 241

109 1.37

14.23 57 3.36

3,673 59.73 4,220 52.95

6.55 712 8.93

32.80 2,586 32.45

182 2.28

20 1.18 63 3.72 26 0.41

ＨbＡ1c数値　6.5%～6.8% 54 3.19 74 4.37 54 0.86
ＨbＡ1c数値　6.9%～7.3%

2.02

ＨbＡ1c数値 【再掲】　8.4%～ 5 0.30 33 1.95 29 0.46 67 0.84

ＨbＡ1c数値　7.4%～ 14 0.83 100 5.90 47 0.75 161

13,326 79.90

1,954 14.66 11,372 85.34

血圧測定実施者数 16,679 実施率 100.00

3,353 20.10

11,278 99.17 血圧 合計

血圧
SBP＜130　& DBP＜85mmHg 723 21.56 908 27.08 61

1,150 34.30 2,203 65.70 94 0.83

0.54 9,555 84.02 11,247 67.43

10.33 2,076 12.45

130≦SBP＜140 & 85≦DBP＜90 236 7.04 586 17.48 33 0.29 1,723
140≦SBP＜160 & 90≦DBP＜100 155 4.62 544 16.22 1,377

15.15 2,578 15.46

1.44

538 3.23
180≦SBP & 110≦DBP 11 0.33 37 1.10 192 1.44 240

160≦SPB＜180 & 100≦DBP＜110 25 0.75 128 3.82 385 2.89

STEP１-６ 生活習慣病リスクと医療機関の受診状況等

【早期治療のための受診勧奨】

・健診結果で受診勧奨基準値以上となった2,153人のうち、1,391人が生活習慣病で医療機関を受診していない。３疾病の服薬治療を受けていない者のうち、血圧で1,954人、HbA1cで127人が受診勧

奨基準値以上であり、特に速やかな治療が必要とされるHbA1c8.4%以上が29人いる。

シ、ス、

セ

【治療を開始している対象者の把握】

・健診結果で受診勧奨基準値以上となった2,153人のうち、生活習慣病で医療機関を受診した者（生活習慣病レセあり）は762人である。高血圧で服薬治療中の2,203人のうち、血圧が受診勧奨基準

値以上の者は709人、糖尿病で服薬治療中の320人のうち、HbA1cが受診勧奨基準値以上の者は237人である。

シ、ス、

セ

円

シ．（生活習慣病・健診レベル判定と医療受診状況）
【リスクフローチャート】

ス．（脳卒中／心疾患）

セ．（糖尿病）

1,391人 762人

0 1000 2000

受診勧奨基準値以

上

268人

1,391人

2,861人

5,881人

3,512人

2,903人

762人

895人

1,276人

2,009人

0 2000 4000 6000 8000

服薬あり

受診勧奨基準値以上

保健指導基準値以上

基準範囲内

健
診

受
診

者
の

健
康

レ
ベ

ル
判

定
健

診
非

受
診

者

生活習慣病レセなし 生活習慣病レセあり

人

（在職）
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31011133 - 裁判所共済組合

<令和4年度受診分>STEP１-７ 後発医薬品の使用状況

・全年齢で使用割合は74％を超えているが、60～64歳及び70歳～74歳の年齢層を除き、全組合集計より下回っている。
ソ．

80.5%

81.7%

82.4%

82.4%

82.3%

82.8%

83.1%

84.9%

85.8%

85.8%

83.2%

79.4%

78.2%

80.2%

85.7%

83.2%

74.4%

82.7%

81.3%

81.5%

82.7%

82.4%

82.6%

83.4%

80.1%

79.1%

74.5%

76.6%

78.6%

82.8%

68% 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

３５～３９歳

３０～３４歳

２５～２９歳

２０～２４歳

１５～１９歳

１０～１４歳

５～９歳

０～４歳

自組合 全組合集計

ソ．（後発医薬品の使用割合）
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31011133 - 裁判所共済組合

特徴 対策検討時に留意すべき点

基
本
情
報

保
健
事
業
の
実
施
状
況

基本分析による現状把握から見える主な健康課題 対策の方向性

STEP２ 健康課題の抽出 「全健保組合共通様式」

・組合員の男女比は約３対２であるが、39歳以下は女性組合員

の比率が高くなっており、被扶養者も含めると、49歳以下は女性の

比率が高くなっている。

・40歳以上の加入者が多い。

・ウェブサイト等において、女性のヘルスケアに特化した記事等の広報を検討する。

・特定健康診査や特定保健指導の対象となる中高年向けのヘルスケア対策を検討す

る。

・被扶養者等の特定健康診査の実施率に関しては、組合員よりも

低くなっており、対策が必要である。

・広報ツールとしてウェブサイトを多用している。

・被扶養者の受診に関して、組合員と異なり職場の定期健診といった強制力のある取

り組みが難しいため、被扶養者の受診意識を高める対策を検討する。

・加入者が閲覧しやすい環境、サイトの構築を検討。
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31011133 - 裁判所共済組合

資格
対象

支部
性別

対象

者
令和5年度 令和6年度 令和7年度 アウトプット アウトカム

9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 7 10 14

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,1 13,0

そ

の

他

7
既

存
医療費通知

【目的】

医療費の抑制

【概要】

対象月にレセプトのある組合員等に対して、

医療費の仕組みと医療費の額を通知

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 1 継続 継続 継続

対象の組合員に効率的に通

知を交付

医療費適正化に向けた組

合員等の意識向上

16,1 17,1 18,2 20,6 26,0 26,0 26,5 31,0

特

定

健

康

診

査

事

業

1

既

存

(

法

定

)

特定健康診査

【目的】

疾病の早期発見、早期治療

【概要】

40歳以上組合員・被扶養者を対象に実

施。組合員は裁判所が行う一般定期健康

診断の結果をもって特定健康診査にかえる

ことができる。

組合員

被扶養者
全て 男女 40 ～ 74 全員 1 継続 継続 継続

特定健康診査の実施率向

上

特定保健指導対象者５％

減少

特

定

保

健

指

導

事

業

3

既

存

(

法

定

)

特定保健指導

【目的】

該当者に対し、自身の健康状態を自覚さ

せ、自主的に生活習慣改善を行う意識及

び行動変容を促す

【概要】

特定健康診査の結果、基準に該当した者

に案内等を送付し、対象者からの申込みに

より実施

組合員

被扶養者
全て 男女 40 ～ 74

基準

対象

者

1

継続（基本個別外部委託とす

る。ただし、希望者には利用券を

発券し、集合契約の医療機関

等による実施も可能とする）

継続 継続
特定保健指導の実施率向

上

特定保健指導対象者５％

減少

3
既

存

利用勧奨チラシ等の配

布

【目的】

特定健康診査及び特定保健指導の実施

率向上

【概要】

対象者に利用方法及び効果等を記載した

チラシを配布

組合員

被扶養者
全て 男女 40 ～ 74

基準

対象

者

1 継続 継続 継続
特定健康診査及び特定保

健指導の実施率向上

特定保健指導対象者５％

減少

3
既

存
ウェブサイトでの発信

【目的】

情報発信及び健康意識等の醸成

【概要】

裁判所共済組合ウェブサイトの運用（共済

組合の運営、各種事業及び健康情報等を

発信）

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 1 継続 継続 継続

特定健康診査及び特定保

健指導の実施率向上

特定保健指導対象者５％

減少

1
既

存
人間ドック補助

【目的】

健康状態の確認、疾病の早期発見・早期

治療

【概要】

30歳以上の組合員・被扶養配偶者に対

し、同一年度内１回30,000円を上限に助

成（同一年度内に、人間ドック・脳ドック・

PET検査のいずれか１回）

組合員

被扶養配

偶者

全て 男女 30 ～ 74 全員 1 継続 継続 継続

疾病の早期発見、早期治療

受診結果を特定保健指導に

繋げる

医療費適正化の実現

目標
予算

科目
支部 事業の目的および概要

注２)

実施

主体

対象者 実施計画注１)

事業

分類

保

健

指

導

宣

伝

疾

病

予

防

職場環境の整備

年齢

個別の事業

加入者への意識づけ

STEP３ 保健事業の実施計画 「全健保組合共通様式」
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31011133 - 裁判所共済組合

資格
対象

支部
性別

対象

者
令和5年度 令和6年度 令和7年度 アウトプット アウトカム

目標
予算

科目
支部 事業の目的および概要

注２)

実施

主体

対象者 実施計画注１)

事業

分類
年齢

STEP３ 保健事業の実施計画 「全健保組合共通様式」

1
既

存
脳ドック補助

【目的】

健康状態の確認、疾病の早期発見・早期

治療

【概要】

30歳以上の組合員・被扶養配偶者に対

し、同一年度内１回30,000円を上限に助

成（同一年度内に、人間ドック・脳ドック・

PET検査のいずれか１回）

組合員

被扶養配

偶者

全て 男女 30 ～ 74 全員 1 継続 継続 継続 疾病の早期発見、早期治療 医療費適正化の実現

1
既

存
PET検査補助

【目的】

健康状態の確認、疾病の早期発見・早期

治療

【概要】

30歳以上の組合員・被扶養配偶者に対

し、同一年度内１回30,000円を上限に助

成（同一年度内に、人間ドック・脳ドック・

PET検査のいずれか１回）

組合員

被扶養配

偶者

全て 男女 30 ～ 74 全員 1 継続 継続 継続 疾病の早期発見、早期治療 医療費適正化の実現

7
既

存

人間ドック予約精算代

行

【目的】

人間ドック・脳ドック・PET検査の利便性向

上

【概要】

人間ドック等を受検する医療機関への予約

及び精算を代行

組合員

被扶養配

偶者

全て 男女 30 ～ 74 全員 1 継続 継続 継続 人間ドック等受検率の向上 医療費適正化の実現

5
既

存

健康ダイヤル24（24時

間無料電話相談等）

【目的】

心身の健康保持・増進

【概要】

健康や育児等に関する相談を24時間電話

対応するほか、メンタルヘルスのカウンセリング

サービス、セカンドオピニオン手配サービス及

びEメール健康相談等を実施

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 1 継続 継続 継続

無料で気軽に利用できる相

談体制を整備し、利用者数

増加

医療費適正化の実現

1
既

存
生活習慣病対策事業

【目的】

健康状態の確認、疾病の早期発見

【概要】

裁判所が職員に対して行う一般定期健康

診断及び女性がん検診に係る費用の一部

助成

組合員 全て 男女 18 ～ 74 全員 1 継続 継続 継続 疾病の早期発見、早期治療 医療費適正化の実現

7
既

存

福利厚生パッケージサー

ビス

【目的】

組合員・被扶養者の健康保持・増進、リフ

レッシュ等

【概要】

育児、介護、宿泊・レジャー施設、スポーツ

ジム、自己啓発、引越サービス等を提供

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 1 継続 継続 継続

サービス内容の周知・利用促

進、サービス利用の利便性を

向上し、利用者数増加

福利厚生の充実

7
既

存
災害対策事業

【目的】

被災した組合員・被扶養者への生活等のサ

ポート

【概要】

国共法別表第１に掲げる損害の程度に応

じ、災害見舞金の支給対象となった組合員

等に対し、生活必需物資の供給に相当する

費用を支給

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 1 継続 継続 継続

災害時における組合員等の

生活等支援

災害時における組合員等の

生活サポート

そ

の

他

疾

病

予

防
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資格
対象

支部
性別

対象

者
令和5年度 令和6年度 令和7年度 アウトプット アウトカム

目標
予算

科目
支部 事業の目的および概要

注２)

実施

主体

対象者 実施計画注１)

事業

分類
年齢

STEP３ 保健事業の実施計画 「全健保組合共通様式」

7
既

存
引越システム

【目的】

転勤等の生活サポート

【概要】

組合員・被扶養者の転勤等による引越に際

し、提携業者から割引サービスの提供

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 1 継続 継続

継続（ただし、福利厚生

パッケージサービスとの重複

状況を注視）

引越料金の割引 組合員等の生活サポート

7
既

存

法人カード（クレジット

カード）

【目的】

私生活上の支払いの便宜

【概要】

法人クレジットカードが年会費無料で利用

可能

組合員 全て 男女 18 ～ 74 全員 1 継続 継続 継続
法人クレジットカードが年会費

無料で利用可能
組合員等の生活サポート

7
既

存
ベビーシッターサービス

【目的】

育児支援

【概要】

委託会社からベビーシッター、送迎、産後ケ

ア、教育及び病後育児保育等のサービスを

提供、入会金と年会費が無料で利用可能

組合員

被扶養者
全て 男女 0 ～ 74 全員 1 継続 継続

継続（ただし、福利厚生

パッケージサービスとの重複

状況を注視）

ベビーシッター等の育児支援 育児と仕事の両立支援

　注１）　１．健康診査 　　２．健康診査後の通知　　３．保健指導　　４．健康教育　　５．健康相談　　６．訪問指導　　７．その他

　注２）　１．共済組合　　２．支部が主体で保健事業の一部としても活用　　３．共済組合と支部との共同事業

そ

の

他
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